
言
言
広
光

て
一
五
〇
年
振
り
再
現

　
宇
佐
八
幡
神
　
東
大
寺
へ
参
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
野
　
保
　
治

　
　
　
ま
え
が
き

　
奈
良
・
東
大
寺
で
一
昨
年
（
平
成
十
四
年
）
十
月
五
目
に
聞
か
れ
た

「
宇
佐
八
幡
神
輿
（
み
こ
し
）
フ
ェ
ス
タ
（
祭
）
」
。
宇
佐
神
宮
本
神
輿

の
大
仏
殿
参
拝
を
約
て
五
〇
年
ぶ
り
に
再
現
し
、
秋
の
古
都
を
練
り

歩
い
た
。
地
元
の
宇
佐
市
、
そ
し
て
奈
良
市
の
人
た
ち
に
も
、
多
く
の

感
動
を
残
し
た
。

　
　
　
観
光
客
が
注
目

　
宇
佐
市
か
ら
フ
ェ
ス
タ
に
参
加
し
た
の
は
、
神
輿
の
担
ぎ
手
や
同
市

内
の
児
童
ら
、
そ
れ
に
関
係
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
当
日
の
午
後
零
時
半
、
総
勢
約
五
百
人
の
行
列
が
東
大
寺
参
道
入
り

口
を
ス
タ
ー
ト
。
参
道
か
ら
南
大
門
を
く
ぐ
り
、
大
仏
殿
前
広
場
ま
で

練
り
歩
い
た
。
に
ぎ
や
か
に
響
く
テ
ン
ポ
の
速
い
道
行
き
ば
や
し
や
、

例
年
の
祭
り
に
も
増
し
て
勢
い
よ
く
練
り
歩
く
神
輿
。
上
曜
日
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
観
先
客
の
注
目
を
集
め
た
。
大
仏
殿
前
広
場
で

も
多
く
の
観
衆
が
終
了
ま
で
足
を
止
め
、
フ
ェ
ス
タ
を
見
物
し
た
。

　
フ
ェ
ス
タ
は
巨
大
な
大
仏
殿
を
前
に
、
宇
佐
米
な
ど
の
奉
納
や
子
ど

も
た
ち
の
芸
能
披
露
な
ど
が
、
緊
張
感
の
中
で
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て

牝
馬
城
文
化
財
愛
護
少
年
団
の
楽
打
（
が
く
う
ち
）
が
演
じ
ら
れ
て
い

る
さ
な
か
、
大
仏
殿
の
大
仏
の
顔
の
部
分
の
高
さ
に
あ
る
小
さ
な
扉
が

音
を
立
て
て
開
い
た
。

　
こ
の
扉
は
重
要
な
祭
礼
行
事
の
時
だ
け
開
け
ら
れ
る
。
直
前
ま
で
、

宇
佐
か
ら
東
大
寺
に
開
け
て
く
れ
る
よ
う
に
要
望
し
、
断
ら
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
外
が
明
る
く
中
が
暗
い
関
係
で
扉
が
開
い
た
か
ら
と
い
っ

て
、
外
か
ら
大
仏
の
姿
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
「
子
ど

も
た
ち
を
は
じ
め
と
し
た
参
加
者
の
一
生
懸
命
な
姿
を
、
大
仏
に
も
よ

く
見
て
も
ら
お
う
」
。
当
日
に
な
っ
て
東
大
寺
側
が
、
最
大
限
に
感
動

の
意
志
を
示
し
た
結
果
だ
っ
た
。

　
　
　
神
が
門
く
ぐ
る

　
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
、
禰
宜
（
ね
ぎ
）
厄
の
大
神
社
女
（
お

お
が
の
も
り
め
）
を
は
じ
め
と
し
た
ハ
幡
神
の
一
行
が
東
大
寺
に
出
向

き
、
大
仏
殿
を
拝
し
た
。
転
害
会
は
そ
の
故
事
を
し
の
び
、
大
仏
殿
の

西
側
に
あ
る
転
害
門
で
、
十
月
五
日
に
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
祭
礼
行
事
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で
あ
る
。

　
例
年
は
地
元
の
人
だ
け
だ
が
、
今
年
は
宇
佐
か
ら
神
輿
の
担
ぎ
手
釣

百
人
が
加
わ
っ
た
。
釣
万
一
五
〇
年
前
に
宇
佐
の
ハ
幡
神
が
く
ぐ
っ
た

転
害
門
。
門
の
下
に
据
え
る
神
輿
は
、
例
年
は
ご
く
小
さ
な
も
の
だ
が
、

今
年
は
宇
佐
の
担
ぎ
宇
が
本
物
を
据
え
た
。
東
大
寺
の
高
僧
、
宇
向
山

ハ
幡
宮
の
神
職
者
に
宇
佐
神
宮
の
神
識
者
が
加
わ
り
、
滞
り
な
く
手
順

を
進
め
た
。

　
大
仏
殿
東
側
に
あ
る
「
手
向
山
八
幡
宮
」
に
は
、
フ
ェ
ス
タ
の
終
了

直
後
に
参
拝
し
た
。
同
ハ
幡
宮
は
、
宇
佐
か
ら
ハ
幡
神
一
行
が
東
大
寺

を
訪
れ
た
際
、
東
大
寺
の
守
護
神
と
し
て
で
き
た
宇
佐
神
宮
最
初
の
分

社
で
あ
り
、
担
ぎ
手
が
本
殿
の
中
に
神
輿
を
据
え
て
祈
り
を
さ
さ
げ
た
。

　
　
　
終
始
和
や
か
に

　
奈
良
市
は
今
年
、
東
大
寺
大
仏
開
眼
か
ら
一
言
五
〇
年
の
節
目
。
そ

れ
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
宇
佐
か
ら
の
大
勢
の
参
加

者
を
温
か
く
歓
迎
し
た
。
同
市
の
大
川
市
長
は
「
こ
の
催
し
で
宇
佐
に

対
す
る
奈
良
市
民
の
関
心
も
非
常
に
高
く
な
っ
た
と
思
う
。
せ
っ
か
く

の
チ
ャ
ン
ス
。
文
化
な
ど
互
い
の
発
展
に
つ
な
が
る
よ
う
に
今
後
交
流

を
深
め
た
い
」
と
の
考
え
を
示
し
た
。

　
奈
良
市
と
宇
佐
市
に
は
、
と
も
に
韓
国
の
古
都
、
慶
州
市
と
交
流
し

て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
奈
良
市
は
一
九
七
〇
年
か
ら
姉
妹
都

市
、
宇
佐
市
は
九
二
年
か
ら
友
好
親
善
都
市
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
。

奈
良
市
は
こ
と
し
六
月
、
福
岡
県
太
宰
府
市
と
も
友
好
都
市
関
係
を
結

び
、
歴
史
や
文
化
の
交
流
を
さ
ら
に
進
め
て
い
る
。

　
宇
佐
市
は
、
和
気
前
麻
呂
の
出
身
地
の
岡
山
県
和
気
町
と
八
九
年
か

ら
姉
妹
都
市
を
結
ん
で
い
る
。
「
和
気
前
麻
呂
」
は
七
六
九
（
神
護
景

言
言
年
の
「
道
鏡
事
件
」
で
、
道
鏡
の
野
望
を
く
じ
く
神
託
を
宇
佐

神
宮
か
ら
奈
良
の
都
に
持
ち
帰
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
今
年
、
道

鏡
の
出
身
地
で
あ
る
大
阪
府
八
尾
市
と
も
。
歴
史
的
和
解
“
に
向
け
て

始
動
。
八
月
の
宇
佐
神
宮
夏
越
祭
で
ハ
尾
市
が
、
九
月
の
河
内
音
頭
祭

り
（
八
尾
市
）
で
宇
佐
市
が
、
互
い
に
特
産
品
な
ど
を
出
し
て
物
産
交

流
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
　
　
夢
が
か
な
っ
た

　
今
年
の
催
し
は
、
宇
佐
神
宮
の
夏
越
祭
で
若
宮
神
輿
を
担
い
で
い
る

「
若
宮
神
輿
か
っ
ご
う
会
」
が
中
心
に
な
っ
て
企
画
し
た
。
フ
几
八
九

年
に
若
宮
神
輿
を
復
活
さ
せ
て
以
来
、
描
い
て
い
た
構
想
だ
っ
た
。
計

画
を
進
め
る
中
で
、
王
子
神
社
（
大
分
市
）
の
担
ぎ
手
を
は
じ
め
、
県

外
か
ら
も
「
神
輿
を
担
ぎ
た
い
」
と
多
数
の
中
し
出
が
あ
っ
た
。

　
同
フ
ェ
ス
タ
の
実
行
委
員
長
（
井
本
代
表
）
は
「
全
国
の
神
輿
好
き
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が
、
物
心
両
面
で
協
力
し
て
く
れ
た
。
大
仏
殿
の
前
ま
で
神
輿
を
届
け
、

迎
講
を
受
け
て
い
る
時
に
、
皆
の
夢
が
よ
う
や
く
か
な
っ
た
と
恵
っ
た
」

と
、
市
内
外
の
人
た
ち
が
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
の
成
果
を
強
調
す

る
。

　
感
動
を
活
力
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
求
め
ら
れ
る
。
「
催

し
を
計
画
し
て
い
く
中
で
、
若
手
が
育
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
地
域
の

こ
と
を
地
域
の
若
手
が
考
え
て
い
く
き
っ
か
け
が
で
き
た
と
思
う
。
神

輿
を
通
じ
て
、
市
内
各
地
域
の
輪
が
さ
ら
に
広
が
る
切
で
は
」
と
、
井

本
代
表
は
期
待
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
四
年
十
月
三
十
日
「
大
分
合
同
新
聞
」
要
約
）

大
仏
開
眼
前
夜

県
立
歴
史
博
物
館
（
提
供
）

　
　
『
縫
目
本
紀
』
（
六
九
七
－
七
九
一
年
金
四
〇
巻
）
に
よ
れ
ば
、
天

平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
十
二
月
二
七
日
、
ハ
幡
神
は
大
仏
を
礼
拝
す

る
た
め
に
上
京
し
た
。
こ
の
時
、
聖
武
太
上
天
皇
（
註
①
）
は
大
仏
が

完
成
し
た
こ
と
に
対
し
感
謝
の
宣
命
（
②
）
を
捧
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

大
仏
造
立
の
進
捗
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
と
き
、
ハ
幡
神
が
協
力
す
る

と
の
神
託
を
下
し
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
聖

武
が
大
仏
造
立
成
就
を
祈
願
し
た
ハ
幡
神
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
神
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
『
八
幡
宇
佐
官
御
託
宣
集
』
に
よ
る
と
、
八
幡
神
は
欽
明
天
皇
三
二

年
（
五
七
こ
に
宇
佐
御
許
山
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
後
宇
佐
地
方
の
神

と
し
て
大
神
氏
と
早
島
氏
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
こ
の

時
期
、
渡
来
系
の
早
島
氏
が
祀
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
大
陸

や
半
島
の
影
響
を
受
け
た
神
で
あ
っ
た
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
、
朝
廷
に
よ
る
隼
人
（
③
）
出
兵

の
祈
に
守
護
神
と
な
っ
て
以
来
、
律
令
政
権
と
深
く
関
わ
る
神
と
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
状
況
を
『
託
宣
集
』
で
は
、
豊
前
国
司

宇
奴
首
男
人
（
④
）
、
神
官
大
神
の
朝
臣
靖
男
（
⑤
）
、
禰
宜
（
⑥
）
辛

　
&
Ｊ
　
‘
％
＆

高
波
豆
米
、
憎
法
連
な
ど
が
協
力
し
て
勝
利
を
お
さ
め
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
時
よ
り
隼
人
の
霊
を
弔
う
た
め
、
放
生
会
（
⑦
）
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
ハ
幡
神
が
そ
の
神
威
を
発
揮
す
る
の
は
、
天
平
回
一
年

（
七
四
〇
）
大
宰
少
弐
「
藤
原
広
嗣
の
乱
」
（
⑧
）
の
鎮
圧
で
あ
る
。
広

嗣
は
藤
原
四
兄
弟
の
一
人
宇
合
の
子
息
で
あ
り
、
こ
の
乱
は
政
界
に
大

き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
広
嗣
軍
に
は
隼
人
が
参
加
し
て
い
た
た
め
、
対

隼
人
の
守
護
神
で
あ
る
ハ
幡
神
に
戦
勝
祈
願
が
な
さ
れ
た
。
結
果
は
、

こ
の
戦
い
も
朝
廷
軍
の
勝
利
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
奈
良
時
代
の
八
幡
神
に
と
っ
て
、
聖
武
天
皇
の
の
存
在
は
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大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。
聖
武
は
、
守
護
神
と
し
て
八
幡
神
を
敬
い
、

藤
原
広
嗣
の
乱
鎮
圧
の
報
貪
（
お
礼
参
り
）
と
し
て
ハ
幡
神
に
秘
錦
の

冠
（
⑨
）
、
最
勝
王
経
な
ど
を
奉
献
し
た
。
一
方
で
、
聖
武
は
仏
法
の

加
護
に
よ
っ
て
理
想
国
家
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
を
目
指
し
、
諸
国
に

国
分
寺
（
⑩
）
　
・
国
分
尼
寺
（
⑥
）
を
建
立
し
た
。
そ
の
総
仕
上
げ
と

も
い
う
べ
き
事
業
が
東
大
寺
大
仏
造
立
な
の
で
あ
っ
た
。
聖
武
は
こ
の

事
業
の
成
就
を
ハ
幡
神
に
祈
願
し
、
こ
こ
に
ハ
幡
神
は
「
鎮
護
国
家
」

の
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
平
成
1
3
年
秋
「
八
幡
神
信
仰
と
遺
宝
展
」
資
料
よ
り
）

　
　
　
【
註
記
－
編
集
部
（
大
野
）
】

註
①
　
大
上
（
だ
い
じ
ょ
う
又
は
だ
じ
ょ
う
）
天
皇

　
　
天
皇
譲
位
後
の
称
号
。
六
九
七
年
持
続
天
皇
が
称
し
た
の
に
始
ま

　
　
る
。

　
②
　
官
海
（
せ
ん
み
ょ
う
）

　
　
天
皇
の
命
令
を
国
語
で
書
い
た
文
書

　
③
　
隼
人
（
は
や
と
）

　
　
ハ
ヤ
ヒ
ト
の
略
。
古
代
の
九
州
南
部
に
住
み
、
風
俗
・
風
習
を
異

　
　
に
し
て
、
し
ば
し
ば
大
和
の
政
権
に
反
抗
し
た
部
族
。
の
ち
に
服

　
　
属
し
、
一
部
は
宮
門
の
守
護
や
歌
舞
の
演
奏
に
当
た
っ
た
（
そ
の

　
長
が
隼
人
の
司
）
。
「
隼
人
舞
」
は
古
代
日
本
の
舞
踊
の
一
つ
で
大

　
隅
・
薩
摩
地
方
の
隼
人
が
行
な
っ
た
風
俗
歌
舞
で
大
賞
会
な
ど
で

　
演
じ
た
。
そ
の
祖
先
ホ
デ
リ
の
命
（
火
照
介
）
が
海
水
に
溺
れ
苫

　
し
ん
だ
さ
ま
を
演
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

④
　
首
（
お
び
と
）

　
オ
オ
ヒ
ト
（
大
人
）
の
略
で
首
長
の
意
。
古
代
の
姓
（
か
ば
ね
）

　
の
一
つ
で
、
地
方
の
県
（
あ
が
た
）
主
、
稲
置
（
い
な
ぎ
）
や
伴

　
の
造
（
と
も
の
み
や
つ
こ
）
に
多
い
と
さ
れ
る
。

⑤
　
朝
臣
（
あ
そ
み
又
は
あ
そ
ん
）

　
ア
ソ
（
吾
只
）
オ
ミ
（
臣
）
の
略
。
姓
の
一
つ
で
八
色
（
や
ぐ
さ
）

　
の
姓
の
第
二
位
。
主
と
し
て
皇
別
の
氏
に
与
え
ら
れ
平
安
時
代
以

　
降
は
、
皇
子
と
皇
孫
に
与
え
ら
れ
た
。
の
ち
に
三
位
以
上
の
人
の

　
姓
の
下
で
四
位
以
下
の
人
に
つ
け
る
尊
称
と
な
っ
た
。

⑥
　
禰
宜
（
ね
ぎ
）

　
神
主
の
下
位
で
、
祝
（
ほ
ふ
り
）
の
上
に
位
す
る
神
職
と
い
う
。

　
ネ
ギ
は
「
析
（
ね
）
ぐ
」
の
連
用
形
か
ら
っ
け
ら
れ
た
。

⑦
　
放
生
会
（
ほ
う
じ
ょ
う
え
）

　
仏
教
の
不
殺
生
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
捕
獲
さ
れ
た
生
類
（
し
ょ

　
う
る
い
）
を
山
野
や
池
沼
、
川
や
海
に
放
つ
儀
式
い
う
。
神
社
・

　
仏
寺
で
陰
暦
の
八
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
た
。
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⑧
　
藤
原
広
岡
（
ひ
ろ
っ
ぐ
）

　
広
嗣
は
奈
良
時
代
の
廷
臣
。
大
宰
少
弐
（
「
し
ょ
う
に
」
は
帥

　
（
そ
ち
）
　
・
’
大
弐
（
だ
い
に
）
の
次
の
百
万
「
じ
ょ
う
」
と
も
呼

　
ば
れ
る
）
藤
原
宇
合
（
う
ま
か
い
）
の
千
。
藤
原
不
比
等
（
半
び

　
と
）
の
四
千
加
役
し
た
後
、
重
用
さ
れ
て
い
た
吉
備
真
備
（
き
び

　
の
ま
き
び
）
や
憎
玄
防
（
げ
ん
ぽ
う
）
を
除
き
、
藤
原
氏
一
族
の

　
勢
力
を
挽
回
し
よ
う
と
し
て
太
宰
府
で
挙
兵
し
た
が
敗
れ
、
肥
後

　
の
地
で
新
刊
に
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

⑨
　
秘
鎖
（
ひ
ご
ん
）
の
冠
（
加
ん
む
り
）

　
秘
鎖
は
秘
金
鎖
（
ひ
き
ん
ご
ん
）
の
賠
で
、
金
糸
を
織
り
つ
け
た

　
鎖
（
に
し
き
）
で
余
韻
（
き
ん
ら
ん
）
で
飾
ら
れ
た
冠

⑩
⑥
国
分
寺
（
こ
く
ぶ
ん
じ
）
　
・
国
分
尼
寺
（
―
に
じ
）

　
七
四
一
年
（
天
平
十
三
）
聖
武
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
五
穀
豊
穣
・

　
国
家
鎖
落
の
た
め
、
国
分
尼
寺
と
と
も
に
国
ご
と
に
建
立
さ
れ
た

　
寺
。
正
式
に
は
四
天
王
護
国
之
寺
と
い
い
、
奈
良
策
寺
を
総
国
分

　
寺
と
し
た
。

参
考
資
料
と
し
て
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
会
編
『
日
本
史
経
典
』

（
東
京
網
元
社
昭
和
ミ
十
九
年
初
販
）
な
ど
。

（
写
真
提
供
「
大
分
合
同
新
聞
社
」
）

－85


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5

